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衛生試験法･注解 2.1.4.1（1）‐3

炭水化物

使 用 期 限

製 品 用 途

本品は、豚皮ゼラチンをパイナップル果汁と酵母により分解し、発酵熟成して得られたコ
ラーゲンペプチドである。

定 義

食品

製造日より6ヶ月（未開封）

備 考

食添 35.3 （第1法）

食添 36 （1.0g、第3法、標準色 ヒ素標準液1.0mL、装置B）

日本薬局方 4.05

食添 6

規格値

大腸菌群 陰性

3.5 %以下

純度試験

たん白質

脂質

0.6 %以下

27.0 %以上

灰分

ヒ素 1 ppm以下

総好気性微生物数 300 CFU/g以下

0.1 %以下

4.2～5.2 食添 33

重金属 10 ppm以下 食添 19 （1.0g、第2法、比較液 鉛標準液1.0mL）

pH

食品表示基準 別表第9

食添 26（2）

改訂日 2020年6月19日

ホルス　発酵熟成コラーゲン

性状 黄褐色の液体である 食添 通則

お取引先各位

製 品 名

成 分 名 ①発酵熟成コラーゲン（コラーゲンペプチド（豚由来）、パイナップル果汁、酵母）（国内製
　 造）

　 Fermented Collagen (Collagen Peptide、Pineapple Juice、Yeast)

②コラーゲンペプチド（豚由来ゼラチン、パイナップル果汁）（国内製造）
　 Collagen Peptide (Gelatin・Pineapple Juice)

規 格

品質規格書

〒164‐0001　東京都中野区中野3‐3‐5

TEL：03‐5328‐9331　FAX：03‐6735‐8950

試験方法規格項目


